
「第６次おかやまウィズプラン（素案）」に対する 

県民意見等の募集結果について 

 

令和７年１１月１４日から令和７年１２月１５日までの間、「第６次おかや

まウィズプラン（素案）」について、おかやま県民提案制度（パブリック・コ

メント）により、ご意見を募集したところ、次の５０件が寄せられました。 

 これらのご意見等に対する県の考え方を掲載しておりますのでご覧ください。

貴重なご意見ありがとうございました。 

 

＜寄せられたご意見等と県の考え方＞ 

素案（概要） 

番号 意見の要旨 県の考え方 

１ 

今回の計画（案）のポイントと

して施策を強化する点などを示し

てほしい。 

次期プランは現行プランの基本

目標等を引き継ぎ、取組を進めま

すが、今回変更した内容（重点目

標１固定的な性別役割分担意識の

解消や無意識の思い込み（アンコ

ンシャス・バイアス）に対する気

付きの促進、重点目標９男女共同

参画の視点に立った防災・復興の

推進、重点目標15若者・女性にも

魅力ある地域の創出・発信）など

について、取組を一層推進してま

いります。 

２ 

施策を担当する体制を体系図に

表記することはできないか。ま

た、強化する体制があれば教えて

ほしい。 

体系図はプランの概観を把握で

きるよう、基本目標ごとの重点目

標、施策の方向を示したものであ

り、各施策の担当課は本文中に記

載しています。 

また、第５章「計画の総合的な

推進」に記載しているとおり、各

種施策の実施にあたっては、男女

共同参画を推進するための総合拠

点施設であるウィズセンターを中

心に、県民、ボランティア・ＮＰ

Ｏ、事業者・企業や教育機関など

さまざまな主体と連携・協働を強

化し、総合的かつ効果的に推進し

てまいります。 

 



第２章 本県における男女共同参画の現状と課題 

３（２）課題  

番号 意見の要旨 県の考え方 

３ 

男女共同参画の視点に立った防

災・復興の推進は強化してほし

い。 

県では、防災・減災対策の強化

とともに、重点目標９において、

県防災会議等への女性委員の登用

拡大や、地域における女性消防団

員の確保等の取組を実施するな

ど、男女共同参画の視点に立った

防災・復興を推進してまいりま

す。 

   

第４章 計画の内容 

基本目標Ⅰ 男女共同参画社会の基盤づくり 

重点目標１ 固定的な性別役割分担意識の解消や無意識の思い込み（アンコ 

ンシャス・バイアス）に対する気付きの促進 

番号 意見の要旨 県の考え方 

４ 

施策として、多くの意識啓発が

示されているが、希望者が研修を

受けられるだけではなく、小中学

校・高等学校・大学の授業や職場

の研修など、日常的な学びの場に

組み込まれる仕組みが必要だ。         

ほか３件 

男女共同参画社会の基盤づくり

を進めるため、日常的に男女共同

参画について学べることは重要と

考えており、教育現場等で一層活

用してもらえるよう、ウィズセン

ターの出前講座等の充実を図るほ

か、企業の経営層向けの意識啓発

などに取り組むこととしていま

す。 

また、重点目標３において、子

どもの頃から固定的な性別役割分

担意識や無意識の思い込み（アン

コンシャス・バイアス）にとらわ

れず、将来を見通した自己形成が

できるよう、教職員やＰＴＡ研修

など、家庭や学校教育等を通じた

取組を一層推進してまいります。 

５ 

多くの人がアンコンシャス・バ

イアスについて考え、意識を変え

られるようにさまざまな場で情報

を得ることができるようにしてほ

しい。 

さまざまな機会を通じアンコン

シャス・バイアスの気付きを促進

できるよう、ウィズセンターの県

民向けセミナーや出前講座等のほ

か、企業の経営層向けの意識啓発

などに取り組んでまいります。 

 



重点目標２ 男女共同参画に関する情報収集と調査・研究の推進 

番号 意見の要旨 県の考え方 

６ 

ＳＮＳを活用した情報発信につ

いて、デジタル化が進んでいるの

で、強力に取り組んでほしい。 

ご意見のとおり、Facebook、

X、メールマガジン、YouTube等を

活用し、効果的な発信に一層取り

組んでまいります。 
 
重点目標３ 男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実 

番号 意見の要旨 県の考え方 

７ 

学校で男女平等に関する指導を

進める際、授業で使える教材や指

導資料を県が作成し、ホームペー

ジに掲載するなど、学校現場でい

つでも使えるようにしてほしい。  

ほか３件 

県では、人権教育に関する各種

教材や指導事例集のほか、教職員

の指導力向上のためのｅラーニン

グを整備し、ホームページに公開

しています。引き続き、教職員の

指導力向上の取組の充実を図って

まいります。 

８ 

学校の授業で使える教材等をホ

ームページなどで共有し、学校現

場以外でも活用できるようにして

ほしい。 
 
重点目標４ 男性にとっての男女共同参画の推進 

番号 意見の要旨 県の考え方 

９ 

well-beingのためにも働き方改

革の推進は大切だ。 

女性だけでなく、男性にとって

も生きやすく暮らしやすい多様な

幸せ(well-being)を実現する社会

をつくるためには、あらゆる世代

の誰もが仕事や子育て、介護、自

己啓発などさまざまな活動を自分

の希望するバランスで展開できる

仕事と生活の調和（ワーク・ライ

フ・バランス）が重要と考えてい

ます。 

そのため、重点目標４のほか、

重点目標14において、企業がワー

ク・ライフ・バランスに配慮した

働き方改革に適切に対応できるよ

う、企業の経営層向けの意識啓発

に取り組むなど、長時間労働の是

正や多様で柔軟な働き方を引き続

き推進してまいります。 
 
 



 

10 

「男性育休期間の長期化を促進

し」とあるが、男性育休を希望す

る方が希望する期間、取得できる

ようになれば良い。長期化を促進

するのはどうか。 

第２章「３成果と課題」で記載

のとおり、男性の育児休業取得期

間は女性に比べ短期間での取得が

中心となっています。希望する男

性が、希望する期間、育休を取得

することができるよう、県では、

企業の経営層向けの意識啓発な

ど、男女が共に安心して子育てし

ながら働ける環境づくりに取り組

んでまいります。 

11 

働き方改革の推進は、男女共同

参画を進める上で欠かせない。男

性も女性も、仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・バランスの実

現）を図ることができる環境づく

りが重要だ。 

ほか３件 

男女共同参画を進めるために

は、あらゆる世代の誰もが仕事や

子育て、介護、自己啓発などさま

ざまな活動を自分の希望するバラ

ンスで展開できる仕事と生活の調

和（ワーク・ライフ・バランス）

が重要と考えています。 

そのため、重点目標４のほか、

重点目標14において、企業がワー

ク・ライフ・バランスに配慮した

働き方改革に適切に対応できるよ

う、企業の経営層向けの意識啓発

に取り組むなど、長時間労働の是

正や多様で柔軟な働き方を引き続

き推進してまいります。 

12 

男女共同参画社会の実現のため

には、男性の育休取得を推進する

だけでなく、日々の業務量の男女

間の偏りをなくすことが大切だ。

男性の育児時間をとろうと思え

ば、子育て中の男性の長時間労働

についても企業等は対策をとる必

要がある。 

第２章「３成果と課題」で記載

のとおり、長時間労働による時間

的な制約などから、男性が家事や

育児等の家庭生活に関わる時間が

女性に比べて少ないことは課題と

考えています。 

そのため、企業の経営層向けの

意識啓発や子育て支援に積極的な

企業等の優良事例の横展開など、

男性の家事・育児等への参画につ

ながる取組を一層促進し、男女と

もに仕事と家庭が両立できる環境

づくりを進めてまいります。 
 
  



 
基本目標Ⅱ 男女の人権が尊重される社会の構築 
重点目標５ 性別に基づくあらゆる暴力の根絶 

番号 意見の要旨 県の考え方 

13 

教職員等を対象とした人権意識

の啓発を進めると、子どもたちに

も伝わっていく。初任、中堅、16

年等、すべての人が受ける研修に

おいて行ってほしい。 

県では、管理職や担当者対象の

研修等において、人権教育に係る

研修を実施しています。引き続

き、重点目標５「①性別に基づく

あらゆる暴力の発生を防ぐ環境づ

くりの推進」を図るため、各種研

修において実施してまいります。 

14 

県内に配偶者暴力相談支援セン

ターが５か所とあるが、実際は１

か所が女性相談支援センターに統

合されている。配偶者暴力相談支

援センター設置を増やす国の方針

の中で縮小するのは、救われる命

が救えない状況に陥っている。 

県では、令和６年４月の困難な

問題を抱える女性への支援に関す

る法律の施行に合わせ、ＤＶ被害

や生活困窮、家庭破綻など、困難

な問題を抱える女性について、相

談から自立まで切れ目のない支援

の中核を担う組織として女性相談

支援センターの機能強化を図り、

あわせて、ＤＶ関連業務につい

て、より迅速かつ包括的に対応す

るため、配偶者暴力相談支援セン

ターの機能を１か所に集約してい

ます。 

現在、「配偶者暴力相談支援セ

ンター又は女性相談支援員を設置

している市町村数」は県内で５市

町村となっています。最も身近な

市町村において相談体制の充実を

図ることで、早期に適切な支援に

つなげるため、次期プランの基本

目標Ⅱの数値目標では10市町村に

増やすこととしています。 
 
重点目標６ 情報化社会における女性の人権の尊重 

番号 意見の要旨 県の考え方 

15 

携帯電話事業者等への立入調査

によるフィルタリングの設定を促

進してほしい。 

引き続き、重点目標６「②情報

化社会への対応」として、携帯電

話事業者等への立入調査を実施

し、フィルタリングの利用促進に

向けた取組を進めてまいります。 
 



 
重点目標７ 生涯を通じた女性の健康支援 

番号 意見の要旨 県の考え方 

16 

プレコンセプションケアを全県

を挙げて推進してほしい。 

プレコンセプションケアは、性

別に関係なく年代に応じ、性と健

康に関する正しい知識を持ち、健

康管理を行う取組であり、引き続

き、中学・高校生等を対象とした

「未来のパパ＆ママを育てる出前

講座」のほか、リーフレットの配

布やホームページ等を活用し、そ

れぞれの世代が将来の自身の健康

について考えていけるよう、市町

村や関係機関等とも連携し、普及

啓発に取り組んでまいります。 

17 

仕事と健康課題の両立支援を望

む。 

女性が不本意に離職することな

く、キャリアを形成していくため

には、女性特有の症状を踏まえた

健康への理解、支援は重要であ

り、県では、経営層向けセミナー

や、女性のキャリア形成講座など

において、国の法改正の内容等の

周知も含め、男女双方の理解促進

を図るほか、相談体制の整備等に

より、女性の生涯にわたる健康を

包括的に支援してまいります。 

18 

妊娠・出産に関する正しい知識

の普及啓発は必要だ。どこで行っ

ていくのか示してほしい。 

中学・高校等へのリーフレット

の配布や出前講座の実施、岡山大

学病院内のおかやま妊娠・出産サ

ポートセンターによる相談対応等

により、市町村等とも緊密に連携

し、正しい知識の普及啓発に取り

組んでまいります。 
  



19 

公立学校における児童生徒の発

達段階に応じた性に関する指導の

実施について、県として方向性を

示すことが大切だ。共通の基準が

示されることで、県内の学校で発

達段階に応じた指導が一貫して行

われるようになると思う。         

ほか４件 

学校における性に関する指導

は、学習指導要領に基づき実施し

ています。指導にあたっては、児

童生徒の発達の段階を踏まえるこ

と、学校全体で共通理解を図るこ

と、保護者の理解を得ることなど

に配慮するとともに、集団で一律

に指導する内容と個々の児童生徒

の状況等に応じて個別に指導する

内容を区別し、計画的に実施する

よう、担当者研修会等で周知して

います。引き続き、重点目標７に

記載のとおり、各学校で、児童生

徒が性に関して正しく理解し、適

切に行動が取れるよう指導してま

いります。 

包括的性教育は、身体や生殖の

仕組だけではなく、人間関係や性

の多様性、ジェンダー平等、幸福

など幅広いテーマを含むもので、

従来の性教育よりも大きな視点で

「性」や「らしさ」を問い直すも

のだ。未来を担う、未来の宝であ

る子どもたちのために、積極的に

推進してもらいたい。 
 
基本目標Ⅲ 男女が共に活躍する社会づくり 
重点目標11 さまざまな分野・産業における女性の活躍の場の拡大 

番号 意見の要旨 県の考え方 

20 

デジタル分野をはじめとするテ

クノロジーの進展に応じた取組の

視点が重要だ。 

重点目標11の中で、学校におけ

る理科教育の充実や科学技術に関

する先進的な教育プログラムの開

発・実施、ＩＣＴを活用した文理

横断的な探究的な学びの充実を図

り、デジタル等成長分野を支える

人材育成を行ってまいります。 

また、重点目標13と重点目標15

の中で、「デジタル人材の育成に

向けた取組の推進」として、企業

内のＤＸ推進人材の育成を支援す

るほか、柔軟な働き方やキャリア

アップも期待できるデジタル市場

に着目し、「女性デジタル人材の

育成・就業支援」として、デジタ

ルスキルを高める講座の開催や就

業先の紹介などにも取り組んでま

いります。 
 
 
 



重点目標12 雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保 

番号 意見の要旨 県の考え方 

21 

全世代、性別を問わずにハラス

メントなどについて、研修やアー

カイブ配信などを行い、県民全体

で意識を持てたらと思う。    

ほか１件 

引き続き、次期プランにおいて

も、ハラスメント防止のための企

業向けセミナーを開催するほか、

ハラスメント対策について企業の

先進事例を紹介する冊子の作成・

配布やホームページへの掲載など

積極的な情報発信に取り組みま

す。あわせて、講座や各種媒体等

を通じ、カスタマーハラスメント

に関する消費者への意識啓発に取

り組みます。 

また、県の職場においても、ハ

ラスメントの防止等に関する要綱

を定め、役職等に応じた職員研修

の実施や相談窓口の設置等、ハラ

スメント防止対策に取り組んでま

いります。 

22 

各種ハラスメント対策の強化を

望む。 

23 

職場においてハラスメントがな

くなることが働きやすい職場につ

ながる。どの世代においても性別

問わず、ハラスメントがなくなる

よう毎年研修を行うなどの取組が

大切だ。 

ほか３件 

 
重点目標14 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現 

番号 意見の要旨 県の考え方 

25 

柔軟な働き方が受け入れられて

くることで、固定的な性別役割分

担意識の払しょくに向かっていく

と思う。 

次期プランにおいても、引き続

き、経営層向けセミナーや子育て

支援に積極的な企業等の顕彰、優

良事例の横展開など、企業経営者

等への意識啓発に積極的に取り組

むなど、多様で柔軟な働き方を推

進してまいります。  

また、県の職場においても、す

べての職員が家庭と仕事を両立

し、豊かな職業生活を送ることが

できるよう、面談等を通じて、各

種の両立支援制度の周知や利用促

進を図るなど、多様で柔軟な働き

方の推進に取り組んでまいりま

す。 
  



26 

県の職場における育児休業・介

護休暇を取得しやすく復帰しやす

い環境の整備、県の職場における

育児短時間勤務・早出遅出勤務な

ど、働きながら育児をしやすい環

境の整備について、希望する人が

必要な期間利用できる制度になる

ことを望む。そのためには、男性

は仕事、女性は家庭といった固定

的な性別役割分担意識を見直すこ

とが大切だ。     ほか２件 

県の職場においては、すべての

職員が家庭と仕事を両立し、豊か

な職業生活を送ることができるよ

う、面談等を通じて、各種の両立

支援制度を周知するなど、可能な

限り希望に沿った休暇等を取得で

きるよう調整を行っています。 

 引き続き、男性も育児や介護

の担い手であるという意識の醸成

を図るなど、男女が共に子育てや

介護をしながら安心して働ける職

場環境づくりを進めてまいりま

す。 

27 

県の職場における育児休業・介

護休暇を取得しやすく復帰しやす

い環境の整備、県の職場における

育児短時間勤務・早出遅出勤務な

ど、働きながら育児をしやすい環

境の整備について、休暇を取得し

やすくするためには、環境の整備

が必要だ。近隣の県、市町村とも

協議を重ね歩調を合わせて取り組

まなければならない。 

育児・介護の休暇取得可能日数

も幅を持たせ、多くの人が利用し

やすい制度にすべきだ。 

職員の勤務条件については、地

方公務員法により、国及び他の地

方公共団体との権衡が求められて

おり、県においても他県の状況等

を踏まえ、各種休暇制度を設けて

います。引き続き、すべての職員

が仕事と生活を両立することがで

きるよう、適切に対応してまいり

ます。 

28 

県が先導し、例えば施設の中に

保育園や幼稚園をつくることはで

きないか。このようなモデルが民

間へも広がることを期待する。 

県では、職員向け保育施設の設

置に向け、準備を進めています。

庁内への保育施設の設置により、

子育て中の職員が働きやすい職場

環境を整えるとともに、子育てと

仕事の両立を率先して支援する県

の姿勢を示すことで、民間事業者

の子育て社員に対する理解と支援

が広がると考えています。 
 
  



第５章 計画の総合的な推進 

番号 意見の要旨 県の考え方 

29 

県内の男女共同参画を推進する

担当課・センター同士が情報交換

し、連携する体制も必要だ。民間

団体の発足・育成のための事業も

取り組んでほしい。 

第５章「計画の総合的な推進」

で記載のとおり、市町村との情報

共有や緊密な連携を図るととも

に、市町村の男女共同参画の推進

に向けた取組などを積極的に支援

し、地域に根差した取組を促進し

てまいります。 

 また、重点目標２に記載のと

おり、団体活動に資する情報提供

や活動支援を行うなど、ウィズセ

ンターが中心となって、各種団体

などさまざまな主体との連携及び

協働を強化してまいります。 

30 

女性活躍推進交付金の活用によ

り、県男女共同参画推進センター

も必要な支援や事業が出来ていな

い現状を解決できるのではない

か。 

今後示される予定の独立行政法

人男女共同参画機構が行う自治体

男女共同参画センターに対する支

援の内容等も注視し、交付金の活

用について検討してまいります。 

31 

相談窓口に専門性のある職員を

配置し、育成・雇用を含めた資質

向上に取り組んでほしい。 

また、相談支援員が孤立してい

る現状も問題だ。窓口が一人体制

にならない相談支援員の人員確保

を望む。 

県では、相談支援対応に熱意の

ある職員を配置するとともに、各

種研修等の機会を提供し、資質向

上等に努めています。 

また、相談支援員が一人で問題

を抱え込まないよう職場内での情

報共有や方針検討等を行っていま

す。 
 


